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新
憲
法
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
治
の
ゆ
く
え

伊
野
憲
治

特 集特 集
ミャンマー軍政の20年─何が変わり、何が変わらなかったのか

●
は
じ
め
に

　

二
〇
〇
八
年
五
月
二
九
日
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
事

政
権
は
、「
国
家
平
和
発
展
評
議
会（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｃ
）

布
告
二
〇
〇
八
年
第
七
号
」
に
よ
っ
て
、
新
憲
法

が
国
民
投
票
で
承
認
さ
れ
た
と
発
表
し
た
。
こ
の

「
布
告
」
は
、
同
月
二
六
日
付
け
で
、
国
民
投
票

実
施
委
員
会
が
公
表
し
た
、
国
民
投
票
結
果
を
受

け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
サ
イ
ク
ロ
ン
の
深
刻
な

被
害
が
懸
念
さ
れ
る
な
か
、
新
憲
法
承
認
の
可
否

を
め
ぐ
る
国
民
投
票
は
強
行
さ
れ
た
。
九
二
・

四
八
％
の「
賛
成
票
」に
よ
っ
て
成
立
す
る
に
至
っ

た
新
憲
法
を
め
ぐ
っ
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
治
は
新

た
な
動
き
を
見
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
新

憲
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
る
背
景
、
憲
法
の
内
容
、

そ
の
政
治
的
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
。

●
新
憲
法
成
立
の
背
景―

民
主
化
へ
の

七
段
階
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

　

今
回
の
国
民
投
票
は
、
軍
政
が
主
張
す
る
「
民

主
化
へ
の
七
段
階
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

が
登
場
し
た
背
景
と
内
容
に
つ
い
て
見
て
お
く
。

　

一
九
八
八
年
八
月
の
民
主
化
運
動
の
発
生
、
ビ

ル
マ
式
社
会
主
義
体
制
の
崩
壊
、
現
軍
事
政
権
の

登
場
以
降
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
治
は
、
軍
主
導
型
の

国
家
建
設
、
経
済
発
展
、
政
治
的
民
主
化
を
進
め

よ
う
と
す
る
国
軍
と
ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
ら

を
中
心
と
す
る
民
主
化
勢
力
と
の
対
立
に
彩
ら
れ

て
き
た
。
国
軍
は
、
同
年
九
月
一
八
日
の
ク
ー
デ

タ
ー
に
よ
る
全
権
掌
握
に
よ
り
、
複
数
政
党
制
の

導
入
を
打
ち
出
し
総
選
挙
の
実
施
を
約
束
し
た
。

ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
た
ち
も
国
民
民
主
連
盟

（
Ｎ
Ｌ
Ｄ
）
を
結
成
し
、
政
党
を
基
盤
と
し
た
政

治
活
動
を
展
開
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
軍
は
、

政
党
結
成
と
選
挙
運
動
は
許
可
し
た
も
の
の
、
あ

く
ま
で
国
軍
が
許
容
す
る
範
囲
内
で
の
活
動
を
認

め
る
と
い
う
基
本
方
針
を
崩
さ
な
か
っ
た
。
国
軍

が
、
逸
脱
行
動
と
見
な
し
た
活
動
に
対
し
て
は
、

五
人
以
上
の
集
会
を
禁
じ
た
「
指
令
」
や
、
国
軍

批
判
や
軍
と
国
民
の
間
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
る
よ

う
な
煽
動
行
為
を
禁
じ
た
「
布
告
」
を
論
拠
に
、

取
締
り
を
強
化
し
て
い
っ
た
。
地
方
遊
説
を
中
心

に
展
開
さ
れ
た
そ
の
後
の
ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー

チ
ー
の
活
動
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
の
制
約
や
妨

害
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国

軍
と
ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
を
中
心
と
す
る
Ｎ

Ｌ
Ｄ
の
関
係
は
悪
化
し
、
総
選
挙
前
の
八
九
年
七

月
二
〇
日
、
多
く
の
Ｎ
Ｌ
Ｄ
党
員
の
逮
捕
と
共
に
、

彼
女
自
身
も
自
宅
軟
禁
に
お
か
れ
る
に
至
っ
た
。

　

し
か
し
、
一
九
九
〇
年
五
月
二
七
日
に
実
施
さ

れ
た
総
選
挙
は
、
ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
が
自

宅
軟
禁
中
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
四
八
五
議

席
中
、
三
九
二
議
席
を
Ｎ
Ｌ
Ｄ
が
、
さ
ら
に
四
議

席
を
Ｎ
Ｌ
Ｄ
の
姉
妹
政
党
が
獲
得
し
た
。
議
席
の

八
割
を
超
え
る
圧
倒
的
な
勝
利
で
あ
っ
た
。
他
方
、

旧
ビ
ル
マ
社
会
主
義
計
画
党
の
改
名
政
党
で
あ
っ

た
民
族
統
一
党
（
Ｎ
Ｕ
Ｐ
）
は
、
わ
ず
か
一
〇
議

席
を
確
保
し
え
た
の
み
で
あ
っ
た
。

　

国
軍
は
、
こ
の
結
果
を
受
け
て
、
大
き
く
こ
れ

ま
で
の
政
治
姿
勢
を
変
え
た
。
総
選
挙
結
果
の
反

故
で
あ
る
。
総
選
挙
は
実
施
し
た
も
の
の
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
一
部
の
国
民
の
声
を
反
映
し
て
い
る

に
過
ぎ
ず
、
独
立
以
来
、
少
数
民
族
問
題
な
ど
複

雑
な
問
題
を
抱
え
て
き
た
国
家
に
お
い
て
は
、
ま

ず
、
堅
固
な
憲
法
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
国
民
の
各
階
層
や
諸
民
族
の
代
表
者
を
も

含
め
た
場
で
、
十
分
な
議
論
の
う
え
制
定
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
新
憲
法
に
則
っ
て
、

政
権
移
譲
を
行
う
。
こ
れ
が
国
軍
の
新
た
な
姿
勢

と
な
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
に
示
さ
れ
る
「
民
主
化

へ
の
七
段
階
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
の
原
型
は
、
す
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で
に
こ
の
時
に
で
き
上
が
っ
て
い
た
。

　

こ
の
路
線
に
従
っ
て
、
今
か
ら
一
五
年
前
の

一
九
九
三
年
一
月
、
国
軍
は
、
正
式
に
憲
法
起
草

の
た
め
の
国
民
会
議
を
招
集
し
た
。
当
初
の
国
民

会
議
は
、
七
〇
三
名
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
内
、
い
わ
ゆ
る
民
主
化
勢
力
を
代
表

す
る
者
の
数
は
、
わ
ず
か
全
体
の
二
割
程
度
で
あ

り
、
残
り
の
多
く
は
、
国
軍
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ

た
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
宅
軟
禁
に
よ
っ
て

ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
を
欠
い
て
い
た
Ｎ
Ｌ
Ｄ

は
、
国
民
会
議
の
存
在
を
認
め
参
加
す
る
決
定
を

下
し
た
。
国
民
会
議
は
、
翌
九
四
年
に
、
新
憲
法

の
骨
子
を
明
ら
か
に
し
た
。
今
回
承
認
さ
れ
た
憲

法
の
ベ
ー
ス
と
な
る
国
軍
の
政
治
的
関
与
の
強
化
、

ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
の
政
治
か
ら
の
排
除
を

目
指
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
内
容
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
憲
法
上
の
政
治
的
基
盤
を
確
保
し
た

の
ち
、
一
九
九
五
年
七
月
一
〇
日
、
国
軍
は
、
ア

ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
の
自
宅
軟
禁
措
置
を
解
除

し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
も
総
選
挙

結
果
と
同
様
に
、
軍
政
の
思
惑
は
は
ず
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
は
、
解
放
直

後
に
、
再
び
Ｎ
Ｌ
Ｄ
の
書
記
長
に
復
帰
し
た
。
こ

れ
ま
で
の
対
応
と
は
一
転
し
、
Ｎ
Ｌ
Ｄ
は
、
国
民

会
議
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
す
る
姿
勢
を
打
ち
出
し
た
。

軍
政
側
と
の
妥
協
点
は
見
出
せ
ず
、
軍
政
側
も
国

民
会
議
か
ら
Ｎ
Ｌ
Ｄ
関
係
者
八
六
名
を
除
名
す
る

に
及
ん
だ
。
こ
う
し
て
新
憲
法
制
定
問
題
を
巡
っ

て
、
政
治
的
膠
着
状
態
が
続
く
な
か
、
Ｎ
Ｌ
Ｄ
側

は
、
一
九
九
八
年
、「
国
会
議
員
代
表
委
員
会
」

を
設
立
し
た
。
実
質
的
な
並
行
政
権
樹
立
宣
言
で

あ
っ
た
。
現
タ
ン
・
シ
ュ
エ
政
権
が
、
九
七
年
に
、

国
家
の
最
高
機
関
名
を
国
家
法
秩
序
回
復
評
議
会

か
ら
国
家
平
和
発
展
評
議
会
に
か
え
た
直
後
の
話

で
あ
っ
た
。
軍
政
側
は
、
Ｎ
Ｌ
Ｄ
の
姿
勢
に
対
し

て
、二
〇
〇
〇
年
九
月
、再
び
、ア
ウ
ン
サ
ン・ス
ー

チ
ー
を
自
宅
軟
禁
す
る
と
い
う
強
硬
姿
勢
に
で
た
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
の
中
で
、
二
〇
〇
三
年

八
月
、キ
ン・ニ
ュ
ン
首
相
が
発
表
し
た
の
が
「
民

主
化
へ
の
七
段
階
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
で
あ
る
。

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
は
、
①
九
六
年
か
ら
休
会
状
態

に
な
っ
て
い
る
制
憲
国
民
会
議
の
再
開
、
②
国
民

会
議
再
開
後
、
規
律
あ
る
真
の
民
主
的
国
家
の
実

現
に
向
け
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
を
一
歩
一
歩
進
む
、

③
国
民
会
議
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
新
憲
法
の
基

本
原
則
及
び
基
本
原
則
細
則
に
従
っ
て
、
新
憲
法

を
起
草
す
る
、
④
国
民
投
票
に
よ
る
新
憲
法
の
承

認
、
⑤
新
憲
法
に
従
っ
て
、
立
法
府
の
議
員
を
選

出
す
る
公
正
な
選
挙
の
実
施
、
⑥
新
憲
法
に
従
っ

た
、
国
会
の
開
催
、
⑦
国
会
で
選
ば
れ
た
国
家
指

導
者
や
政
府
及
び
そ
の
他
の
中
央
機
関
に
よ
る
、

近
代
的
で
発
展
し
た
民
主
的
国
家
の
創
出
、
と
い

う
七
段
階
の
道
筋
が
明
示
さ
れ
た
。

　

ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
の
再
度
の
自
宅
軟
禁

措
置
に
対
す
る
内
外
か
ら
の
批
判
を
か
わ
す
た
め

に
、
軍
政
の
民
主
化
へ
の
取
り
組
み
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
、

総
選
挙
直
後
に
示
さ
れ
た
政
治
姿
勢
を
踏
襲
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
国
際
社
会
の
反
響
は
あ
っ
た
も

の
の
、国
内
の
民
主
化
勢
力
、特
に
Ｎ
Ｌ
Ｄ
に
と
っ

て
は
、
軍
政
側
が
一
方
的
に
敷
い
た
既
定
の
路
線

を
改
め
て
確
認
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
四
年
に
キ
ン
・
ニ
ュ
ン
首
相
が

失
脚
し
た
後
も
、
タ
ン
・
シ
ュ
エ
政
権
は
、
引
き

続
き
、
こ
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
、
軍
事
政
権
の
基

本
方
針
と
し
て
推
し
進
め
て
き
た
。

●
新
憲
法
の
内
容

　

今
回
実
施
さ
れ
た
国
民
投
票
は
、
そ
の
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
の
第
四
段
階
に
当
た
る
。

　

二
〇
〇
八
年
二
月
九
日
付
け
「
布
告
二
〇
〇
八

年
第
一
号
」
に
よ
っ
て
、軍
政
は
、「
ロ
ー
ド
マ
ッ

プ
の
第
四
段
階
に
当
た
る
」
国
民
投
票
を
同
年
五

月
に
実
施
し
、
同
じ
く
同
日
付
の
「
布
告

二
〇
〇
八
年
第
二
号
」
で
、
二
〇
一
〇
年
に
、
新

憲
法
に
基
づ
き
総
選
挙
の
実
施
を
約
束
し
た
。

　

そ
の
後
の
展
開
は
、
急
速
に
す
す
ん
だ
。
国
民

投
票
の
約
一
カ
月
前
の
四
月
に
憲
法
の
最
終
草
案

が
示
さ
れ
、
五
月
一
〇
日
、
サ
イ
ク
ロ
ン
に
よ
っ

て
甚
大
な
被
害
が
で
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
害

地
域
を
除
き
、
国
民
投
票
は
実
施
さ
れ
た
。
前
年

〇
七
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
僧
侶
も
巻
き

込
む
形
で
展
開
さ
れ
た
反
政
府
運
動
を
力
に
よ
っ

て
押
さ
え
込
ん
だ
こ
と
で
高
ま
っ
て
い
た
国
際
社

会
の
軍
政
批
判
を
か
わ
す
目
的
で
急
が
れ
た
国
民

投
票
も
、
選
挙
管
理
委
員
会
の
発
表
で
す
ら

一
三
万
三
六
五
五
人
の
死
者
・
行
方
不
明
者
を
だ

し
た
サ
イ
ク
ロ
ン
被
害
を
無
視
し
た
形
で
強
引
に

実
施
し
た
と
い
う
印
象
を
与
え
た
。
し
か
し
、
サ

イ
ク
ロ
ン
被
害
か
ら
の
救
援
・
復
旧
よ
り
、
軍
政

は
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
推
進
に
力
を
傾
け
、
五
月

二
四
日
に
は
、
サ
イ
ク
ロ
ン
被
害
地
区
で
も
国
民

投
票
を
実
施
し
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
八
年
五
月
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二
九
日
に
は
、
国
民
投
票
は
、
九
八・
一
二
％
と

い
う
高
い
投
票
率
の
も
と
実
施
さ
れ
、
賛
成
票
を

投
じ
た
も
の
は
、
そ
の
内
の
九
二・
四
八
％
に
あ

た
る
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
新
憲
法
は
国
民
の
承
認

を
得
た
と
発
表
し
た
。
こ
こ
に
、
新
憲
法
が
誕
生

し
た
の
だ
が
、
以
下
、
政
治
権
力
の
あ
り
方
を
中

心
に
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。

　
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
共
和
国
憲
法
」
は
、
全

一
五
章
、四
四
六
条
か
ら
構
成
さ
れ
（
図
１
参
照
）、

第
一
章
で
は
国
名
が「
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
共
和
国
」

と
規
定
さ
れ
、「
国
家
の
基
本
原
則
」
が
示
さ
れ

て
い
る
。
第
一
条
か
ら
第
三
二
条
に
お
よ
ぶ
こ
の

部
分
が
、
憲
法
全
体
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
の
よ
う

に
な
っ
て
お
り
、
以
下
の
章
、
条
項
は
、
こ
の
原

則
に
沿
っ
て
細
部
を
規
定
し
た
も
の
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
。

　

第
二
章
で
は
、
政
治
権
力
を
考
え
る
場
合
重
要

と
な
る
国
家
の
構
成
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

新
憲
法
で
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
及
び
英
語
表
記
に

は
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
七
四
年
憲
法
同
様
、
同

等
の
権
利
を
有
す
る
七
管
区（region

）七
州

（state

）制
が
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
る
。
行
政
組

織
の
構
成
と
し
て
は
、
村（village

）・区（w
ard

）、

町（tow
n

）、
村
落
区（village tract

）
が
郡

（tow
nship

）に
、
郡
が
県（district

）に
、
県
が

管
区
や
州
に
、
管
区
や
州
が
連
邦
を
構
成
す
る
が
、

新
た
に
首
都
ネ
ー
ピ
ィ
ー
ド
ー
が
大
統
領
直
轄
地

と
さ
れ
た
ほ
か
、
行
政
単
位
と
し
て
、
自
治
区
域

（self-adm
inistered division

）及
び
自
治
区

（self-adm
inistered zone

）と
し
て
、
六
つ
の

地
域
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
政
治
権

力
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
重
要
と
な
っ
て
く
る

タ
ー
ム
は
、
連
邦
、
管
区
・
州
、
自
治
区
域
・
自

治
区
で
あ
る
。

　

続
く
第
三
章
で
は
、
国
家
元
首
に
つ
い
て
規
定

さ
れ
る
。
新
憲
法
で
は
、
国
家
元
首
は
大
統
領
と

さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
四
七
年
、
七
四
年
憲
法
と
異

な
り
、
首
相
と
い
う
地
位
に
関
す
る
規
定
は
な
く
、

基
本
的
に
大
統
領
に
権
力
が
集
中
し
て
い
る
。
し

か
し
、
大
統
領
は
、
国
民
の
直
接
選
挙
で
は
な
く
、

大
統
領
選
挙
人
団（the presidential elector-
al college

）に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。
大
統
領
選

挙
人
団
は
、
後
に
触
れ
る
民
族
院
議
員
及
び
人
民

院
議
員
さ
ら
に
両
院
の
国
軍
司
令
官
に
よ
っ
て
指

名
さ
れ
た
軍
人
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
結
局
、
連
邦
院
（
民
族
院
と
人
民
院

か
ら
構
成
）
の
議
員
に
よ
る
間
接
選
挙
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
が
、
特
徴
的
な
点
は
、
候
補
者
の
選

出
過
程
に
あ
る
。
ま
ず
、
民
族
院
と
人
民
院
か
ら
、

各
一
名
の
副
大
統
領
を
選
出
す
る
。
同
時
に
、
民

族
院
及
び
人
民
院
に
属
す
国
軍
司
令
官
指
名
の
軍

人
議
員
ら
に
よ
っ
て
、
一
名
副
大
統
領
が
選
出
さ

れ
る
。
こ
の
三
名
の
副
大
統
領
が
大
統
領
候
補
者

と
な
り
、
先
ほ
ど
の
大
統
領
選
挙
人
団
に
よ
っ
て
、

大
統
領
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

副
大
統
領
選
出
母
体
の
一
つ
と
し
て
、
国
軍
司
令

官
に
よ
る
指
名
軍
人
議
員
団
を
置
こ
う
と
し
て
い

る
た
め
に
、
条
文
の
記
述
が
複
雑
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
大
統
領
の
資
格
要
件
と
し
て
、
四
五
歳

以
上
で
、
軍
事
に
も
精
通
し
、
二
〇
年
以
上
引
き

続
き
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
居
住
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
候
補
者
自
身
や
そ
の
両
親
、
配
偶
者
、
子
ど

も
及
び
そ
の
子
の
配
偶
者
が
、
他
国
に
忠
誠
を

誓
っ
て
い
た
り
、
他
国
の
影
響
力
下
に
あ
っ
た
り
、

他
国
に
よ
っ
て
、
市
民
と
し
て
の
権
利
や
特
権
を

与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
て
は
い
る
が
、
息
子
が
英

国
籍
を
持
つ
ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
が
、
大
統

領
候
補
と
な
る
見
込
み
は
な
い
。

　

次
に
、
権
力
の
法
的
基
盤
を
提
示
す
る
立
法
関

係
に
つ
い
て
の
規
定
を
見
て
お
く
。
立
法
権
は
、

連
邦
議
会
と
管
区
・
州
議
会
、
お
よ
び
自
治
行
政

府
の
議
会
そ
れ
ぞ
れ
に
、
憲
法
の
規
定
に
従
い
付

与
す
る
と
定
め
て
い
る
。
社
会
主
義
体
制
で
の
一

元
的
国
家
の
建
設
を
志
向
し
た
七
四
年
憲
法
と
は
、

形
式
的
に
は
大
き
く
異
な
る
。

　

中
央
つ
ま
り
連
邦
レ
ベ
ル
の
立
法
府
（
国
会
）

は
、
三
つ
の
院
に
分
か
れ
て
い
る
と
見
な
し
た
方

が
理
解
し
や
す
い
。
す
な
わ
ち
、
人
民
院
、
民
族

院
、
そ
し
て
連
邦
院
で
あ
る
。

　

人
民
院
は
、
基
本
的
に
、
人
口
比
に
応
じ
て
選

出
さ
れ
た
四
四
〇
名
を
越
え
な
い
議
員
か
ら
な
る
。

基
本
的
に
と
い
う
の
は
、
四
四
〇
名
の
内
、
そ
の

四
分
の
一
に
あ
た
る
一
一
〇
名
が
、
国
軍
司
令
官

に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
軍
人
議
員
で
構
成
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
民
族
院
は
、

基
本
的
に
、
管
区
や
州
か
ら
各
一
二
名
、
自
治
区

域
や
自
治
区
か
ら
各
一
名
選
出
さ
れ
た
二
二
四
名

を
越
え
な
い
議
員
か
ら
な
る
。
こ
こ
で
も
内
四
分

の
一
に
あ
た
る
五
六
名
の
議
員
は
、
国
軍
司
令
官

図１　「ミャンマー連邦共和国憲法」の構成
第１章：国家の基本原則（第1～32条）／第２章：国家の構成（第1～12条）／第３章：国家元首（第
１～18条）／第４章：立法＝立法府の構成（第１～38条）、各立法府の権限（第１～16条）、各立
法府の立法手続き、連邦院（第１～28条）、人民院及び民族院（第１～19条）、管区及び州議会（第
１～23条）／第５章：行政＝行政府の構成（第１～38条）、各行政府の権限、大統領の権限と機能（第
１～14条）、連邦政府の権限（第１～13条）、管区及び州政府の権限（第１～10条）、自治区域及び
自治区行政府の権限（第１～６条）、公務員（第１～５条）／第６章：司法＝司法組織の構成（第１
～19条）、各司法組織の権限（第１～９条）／第7章：国軍（第１～14条）／第８章：市民権、国
民の基本的権利と義務（第１～50条）／第９章：選挙（第１～14条）／第10章：政党（第１～６条）
／第11章：国家非常事態（第１～23条）／第12章：憲法改正（第１～4条）／第13章：国旗、国印、
国家、首都（条数は明記されず）／第14章：移行規定（第１～８条）／第15章：総記（第１～26条）
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ミャンマー軍政の20年─何が変わり、何が変わらなかったのか
特 集特 集

に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
軍
人
議
員
と
な
る
。

　

こ
の
両
院
は
、
憲
法
の
条
項
上
は
、
全
く
同
等

の
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
両
院
の

間
で
見
解
の
相
違
が
生
じ
た
場
合
が
問
題
と
な
る

が
、
そ
の
場
合
に
は
、
両
院
合
同
の
連
邦
院
が
開

催
さ
れ
、
そ
の
連
邦
院
の
決
定
が
、
国
会
の
決
定

と
な
る
。
少
数
民
族
へ
の
配
慮
と
い
っ
た
観
点
か

ら
民
族
院
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
最
終

的
に
は
連
邦
院
が
、
最
高
立
法
機
関
と
考
え
ら
れ
、

議
員
の
人
数
比
か
ら
み
て
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
で

あ
る
ビ
ル
マ
族
の
考
え
が
強
く
反
映
さ
れ
る
仕
組

み
と
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
政
党
間
や
民
族
間

の
意
見
対
立
が
起
こ
っ
た
際
に
は
、
人
民
院
、
民

族
院
、
連
邦
院
の
四
分
の
一
を
占
め
る
軍
人
議
員

の
発
言
力
が
高
ま
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

管
区
議
会
や
州
議
会
は
、
ま
ず
、
構
成
す
る
各

郡
か
ら
二
名
ず
つ
の
議
員
が
選
出
さ
れ
る
。
ま
た
、

連
邦
総
人
口
の
〇・
一
％
以
上
の
人
口
を
か
か
え

る
民
族
か
ら
は
、
一
名
の
議
員
が
選
出
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
管
区
・
州
議
会
レ
ベ
ル
で
も
、

国
軍
司
令
官
の
指
名
に
よ
る
軍
人
が
議
席
を
有
し

て
い
る
が
、
そ
の
比
率
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
よ
り
高

く
、
三
分
の
一
と
な
っ
て
お
り
、
地
方
議
会
に
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
、
軍
人
の
発
言
権
が
強
ま
る
仕
組

み
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
少
数
民
族
な
ど
の
自
治
権
の
問
題
と
関

連
す
る
、
各
レ
ベ
ル
に
お
け
る
立
法
権
限
を
見
る

と
、
圧
倒
的
に
連
邦
レ
ベ
ル
、
つ
ま
り
国
会
（
連

邦
院
、
人
民
院
、
民
族
院
）
の
権
限
が
強
く
、
主

要
な
予
算
・
財
源
関
係
の
審
議
事
項
を
見
て
も
、

管
区
・
州
議
会
に
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の

は
、
地
税
に
関
す
る
項
目
で
し
か
な
い
。
木
材
の

伐
採
税
に
し
て
も
、
チ
ー
ク
や
指
定
硬
質
材
は
除

外
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
自
治
行
政
府
の
議

会
に
関
し
て
は
、
町
や
村
レ
ベ
ル
で
の
開
発
計
画

な
ど
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
形
式
的
に
は
、
管
区
・
州
議
会
、
自
治

行
政
府
の
議
会
に
立
法
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
が
、

実
態
と
し
て
は
、
中
央
集
権
的
な
立
法
制
度
が
採

用
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

憲
法
で
は
、
続
く
章
に
お
い
て
、
行
政
権
や
司

法
権
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に

立
法
権
の
権
限
分
与
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
。
そ
の
中
で
、
政
治
権
力
と
の
関
連
で

は
、
行
政
権
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
特
徴
を
指
摘

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
行
政
府
の
長

は
大
統
領
と
な
っ
て
お
り
、
連
邦
政
府
の
大
臣
、

管
区
・
州
大
臣
を
任
命
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
国
防
、
治
安
、
内
務
、
国
境
問
題
の
各

担
当
大
臣
に
関
し
て
は
、
国
軍
司
令
官
の
指
名
に

基
づ
い
て
行
わ
れ
る
と
規
定
さ
れ
、
ま
た
、
他
の

大
臣
に
関
し
て
も
、
そ
の
大
臣
を
軍
人
の
中
か
ら

任
命
し
た
い
場
合
に
は
、
国
軍
司
令
官
と
協
議
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
任
命
に
際

し
て
は
、
連
邦
院
に
よ
っ
て
承
認
を
必
要
と
す
る

が
、
形
式
資
格
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
と

い
っ
た
極
め
て
限
定
さ
れ
た
形
で
の
拒
否
権
が
付

与
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
大
統
領
は
行
政
府

の
長
で
あ
る
が
、
主
要
大
臣
は
国
軍
司
令
官
の
指

名
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
軍
司
令
官
の
位

置
づ
け
が
問
題
と
な
る
。
憲
法
の
条
文
上
で
は
、

国
軍
司
令
官
は
、
副
大
統
領
相
当
の
地
位
に
あ
る

と
見
做
す
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
実
態
と
し
て

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
国
軍
司
令
官
は
、
国
家
安
全
保
障
評
議

会
（N

ational D
efence and Security 

Council

）
の
承
認
と
推
薦
に
基
づ
い
て
大
統
領

が
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

国
家
安
全
保
障
評
議
会
は
、
大
統
領
が
議
長
と

な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
大
統
領
、
副
大
統
領
二

名
、
人
民
院
議
長
、
民
族
院
議
長
、
国
軍
司
令
官
、

国
軍
副
司
令
官
、
国
防
大
臣
、
外
務
大
臣
、
内
務

大
臣
、
国
境
問
題
担
当
大
臣
の
一
一
名
か
ら
構
成

さ
れ
て
お
り
、
大
統
領
・
副
大
統
領
三
名
の
う
ち

の
一
名
は
必
ず
軍
人
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

少
な
く
と
も
一
一
名
中
、
六
名
の
過
半
数
が
軍
人

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
軍
人
が
軍
司
令
官

を
任
命
す
る
と
い
っ
て
良
い
。
ま
た
、
国
家
安
全

保
障
評
議
会
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
項
目
と
し
て

設
け
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
条
文
の
い
た
る
と
こ

ろ
で
、
大
統
領
は
、
そ
の
勧
告
に
従
っ
た
り
、
事

前
協
議
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
絶

大
な
権
限
を
有
し
て
い
る
機
関
と
い
え
る
。

　

国
軍
司
令
官
と
国
家
安
全
保
障
評
議
会
の
権
限

が
、
端
的
に
現
れ
て
い
る
の
が
、
国
家
非
常
事
態

に
関
す
る
条
項
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
一
章
と
し

て
、
章
立
て
で
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

四
七
年
憲
法
や
七
四
年
憲
法
に
は
見
ら
れ
な
い
、

新
憲
法
の
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
は
、
国
家
非
常
事
態
の
形
態
が
大
き
く

三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
第
一
は
、
管
区
や
州
、
自

治
行
政
区
域
に
お
い
て
行
政
機
能
や
立
法
機
能
が
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麻
痺
し
た
状
態
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
場
合
、
基
本
的
に
、
大
統
領
が
、
代
わ
っ
て
当

該
地
域
の
行
政
権
限
や
立
法
権
限
を
行
使
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
、
同
様
に

管
区
や
州
、
自
治
行
政
区
域
に
お
い
て
、
国
民
の

生
命
や
財
産
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
場
合
が
想
定

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
は
、
国
家
安
全
保
障
評

議
会
と
協
議
の
上
、
大
統
領
が
、
国
家
非
常
事
態

を
宣
言
す
る
。そ
の
際
、か
り
に
評
議
会
メ
ン
バ
ー

が
そ
ろ
わ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
国
軍
司
令
官
、

国
軍
副
司
令
官
、
国
防
大
臣
、
内
務
大
臣
と
協
議

し
、
事
後
に
国
家
安
全
保
障
評
議
会
の
承
認
を
得

れ
ば
良
い
。
ま
た
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
地
方
行
政

機
関
や
そ
の
構
成
員
、
公
務
員
は
、
国
軍
が
そ
の

機
能
を
十
分
行
使
で
き
る
よ
う
協
力
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
必
要

で
あ
れ
ば
、
大
統
領
が
、
戒
厳
令
を
布
告
し
、
国

軍
司
令
官
が
、
当
該
地
域
の
司
法
権
も
含
む
統
治

権
を
行
使
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
第
三
は
、
連

邦
の
崩
壊
、
諸
民
族
の
分
裂
、
主
権
の
侵
害
の
危

険
性
が
生
じ
た
場
合
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

場
合
も
、
国
家
安
全
保
障
評
議
会
と
協
議
の
末
、

大
統
領
は
、
国
家
非
常
事
態
を
宣
言
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
大
統
領

は
、
全
土
の
立
法
権
、
行
政
権
、
司
法
権
を
、
状

況
回
復
の
た
め
に
、
国
軍
司
令
官
に
付
与
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
新
憲
法
の
最
大
の
特
徴
は
、
国

軍
司
令
官
に
対
し
、
実
質
的
に
は
大
統
領
相
当
の

権
限
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
上
回
る
権
限
を
付
与
し

て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
一
点
、
新
憲
法
の
特
徴
と
し
て
指
摘

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
現

軍
事
政
権
は
、
成
立
当
初
よ
り
、
政
治
概
念
を
二

分
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
政
治
に
は
、
国
民
（
民

族
）
政
治
と
政
党
（
党
派
）
政
治
が
あ
り
、
前
者

を
、national politics

、
後
者
をparty poli-

tics

と
呼
び
、
政
党
政
治
は
、
基
本
的
に
政
党
の

利
害
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
民
政
治
こ
そ

が
、
国
家
全
体
、
連
邦
全
体
、
国
民
全
体
の
利
害

を
優
先
す
る
政
治
と
し
て
き
た
。
そ
の
上
で
、
真

に
国
民
政
治
を
代
表
で
き
る
組
織
は
、
国
軍
以
外

に
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。
も
ち
ろ

ん
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操
作
に
対
し
て
、
ア

ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
は
、「
全
て
の
政
治
は
国

民
政
治
」
だ
と
し
、
政
治
概
念
を
二
分
す
る
こ
と

に
対
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
批
判

も
踏
ま
え
た
う
え
で
、
軍
政
は
、
新
憲
法
に
よ
っ

て
、
一
つ
の
結
論
を
国
民
の
前
に
提
示
し
、
承
認

を
迫
っ
た
の
で
あ
る
。

　

新
憲
法
で
は
、政
党
政
治
と
い
う
言
葉
は
、「
公

務
員
は
、
政
党
政
治
に
関
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
っ
た
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、

国
民
政
治
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
は
、
見
逃
せ
な

い
文
脈
で
登
場
し
て
い
る
。
英
語
訳
か
ら
は
そ
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
読
み
取
り
づ
ら
い
が
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
語
の
原
文
で
は
、
第
一
章
の
「
国
家
の
基
本

原
則
」
の
第
二
条
に
お
い
て
「
国
家
の
国
民
政
治

の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
国
軍
が
引
き
続
き
関
与

で
き
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
政
治
概
念
を
二
分
し
、
政
党
政
治
の

う
え
に
国
民
政
治
を
位
置
づ
け
、
そ
の
担
い
手
と

し
て
自
ら
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
憲
法
上
も
、

い
わ
ば
「
世
俗
」
の
政
治
を
超
越
し
た
存
在
と
し

て
の
国
軍
の
位
置
づ
け
を
、
明
確
化
し
た
こ
と
に

な
る
。
新
憲
法
は
、
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
構

築
を
め
ざ
し
た
側
面
も
あ
り
、
今
回
の
国
民
投
票

に
よ
る
憲
法
承
認
は
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
法

的
基
盤
の
確
立
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
憲
法
成
立
の
政
治
的
意
味

　

以
上
、
今
回
承
認
さ
れ
た
憲
法
の
特
徴
を
見
て

き
た
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
治
の
今
後
の
展
開
と
の

関
連
で
、
憲
法
成
立
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

　

第
一
に
、
民
主
化
と
の
関
連
で
あ
る
が
、
最
大

の
民
主
化
勢
力
で
あ
る
Ｎ
Ｌ
Ｄ
は
、
今
回
の
国
民

投
票
や
新
憲
法
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
姿
勢
は
、

そ
も
そ
も
九
〇
年
総
選
挙
の
結
果
を
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
と
か
ら
ん
で
い
る
。

Ｎ
Ｌ
Ｄ
特
に
ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
は
、
九
〇

年
総
選
挙
で
反
映
さ
れ
た
民
意
を
無
視
す
る
形
で

の
民
主
化
は
、
民
主
化
そ
の
も
の
の
意
味
を
歪
め

て
し
ま
う
と
い
う
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
い
。
こ
れ

は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
思
想
な
ど
に
影
響
を
受
け
た
ア

ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
の
政
治
姿
勢
の
根
幹
を
な

す
も
の
で
、
容
易
に
そ
の
姿
勢
に
変
更
が
加
え
ら

れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
今
回
の
国
民
投
票
に

関
し
て
も
、
そ
も
そ
も
、
憲
法
の
起
草
及
び
承
認

過
程
に
問
題
が
あ
り
、
目
的
と
手
段
は
一
致
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー

チ
ー
に
と
っ
て
、
と
て
も
民
意
が
反
映
さ
れ
た
と

は
認
め
が
た
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
Ｎ
Ｌ

Ｄ
と
軍
政
の
緊
張
関
係
が
、
今
回
の
国
民
投
票
結
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果
に
よ
っ
て
、
好
転
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

政
治
的
緊
張
を
は
ら
ん
だ
ま
ま
、
軍
政
は
、

二
〇
一
〇
年
の
総
選
挙
実
施
に
向
け
て
、
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
を
推
し
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

総
選
挙
に
向
け
て
は
、
一
九
九
三
年
に
軍
政
側

が
主
導
す
る
形
で
結
成
さ
れ
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
、
現
在

は
二
〇
〇
〇
万
～
三
〇
〇
〇
万
人
も
の
会
員
を
抱

え
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
連
邦
団
結
発
展
協
会

（
Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
）
の
政
治
政
党
化
が
図
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
軍
政
と
し
て
は
、
こ
の
組
織
の
政
党
化

に
よ
っ
て
、
来
る
べ
き
総
選
挙
で
、
い
わ
ば
親
国

軍
政
権
の
樹
立
を
目
指
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
組
織
が

軍
政
と
一
枚
岩
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
単
純
に
は

そ
う
言
い
切
れ
な
い
点
に
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
構

成
員
の
大
半
は
、
半
強
制
的
に
組
織
に
加
入
さ
せ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
し
、
中
堅

以
上
の
幹
部
の
中
に
も
軍
政
に
対
す
る
批
判
は
存

在
す
る
。

　

か
り
に
総
選
挙
が
公
正
に
実
施
さ
れ
れ
ば
、
Ｕ

Ｓ
Ｄ
Ａ
の
現
在
の
組
織
率
が
、
直
接
、
総
選
挙
結

果
に
結
び
つ
く
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
Ｎ
Ｌ
Ｄ
が

総
選
挙
に
参
加
す
れ
ば
、
再
び
Ｎ
Ｌ
Ｄ
の
大
勝
に

終
わ
る
可
能
性
も
高
い
。
た
だ
し
、
既
に
見
て
き

た
よ
う
に
、
総
選

挙
結
果
が
い
か
な

る
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
新
憲

法
に
お
い
て
は
、

国
軍
の
政
治
的
主

導
権
は
担
保
さ
れ

た
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

　

こ
の
点
を
踏
ま

え
た
う
え
で
、
Ｎ

Ｌ
Ｄ
が
総
選
挙
に

名
乗
り
を
あ
げ
る

か
否
か
、
今
後
の

ミ
ャ
ン
マ
ー
政
治

の
動
向
を
左
右
す

る
最
大
の
争
点
と

な
っ
て
こ
よ
う
。

　

次
に
、
少
数
民

族
問
題
と
の
関
連
で
、
新
憲
法
は
い
か
な
る
意
味

を
持
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
新
憲
法
で
は
、

州
議
会
や
州
政
府
、
あ
る
い
は
自
治
行
政
区
の
議

会
や
行
政
府
の
存
在
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
権

限
は
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

管
区
・
州
大
臣
は
、
当
該
管
区
・
州
議
会
の
議
員

か
ら
大
統
領
が
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

任
命
に
当
た
っ
て
は
、
管
区
・
州
議
会
の
承
認
が

必
要
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
も
形
式
的
な
拒
否

権
が
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

さ
ら
に
、
自
治
行
政
区
の
議
会
に
つ
い
て
は
議

員
構
成
に
関
す
る
記
述
す
ら
見
ら
れ
な
い
し
、
今

回
自
治
区
域
や
自
治
区
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の

は
、
シ
ャ
ン
州
に
集
中
し
、
そ
の
意
味
か
ら
も
少

数
民
族
全
体
と
し
て
ど
の
程
度
、
満
足
で
き
る
憲

法
で
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
軍
政
下
に
あ
る
現
状
よ
り
は
、

自
ら
の
居
住
区
に
民
政
が
敷
か
れ
る
こ
と
の
意
味

は
大
き
い
。
新
憲
法
が
成
立
し
た
現
時
点
で
は
、

軍
政
の
敷
い
た
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
よ
る
民
政
移
管

か
、
ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
チ
ー
の
目
指
す
民
主
化

に
よ
る
自
治
権
獲
得
に
期
待
を
寄
せ
、
結
果
的
に

軍
政
を
存
続
さ
せ
る
か
、
と
い
う
選
択
肢
に
お
い

て
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
よ
る
民
政
移
管
を
選
択
す

る
可
能
性
は
明
ら
か
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
と
思

わ
れ
、
総
選
挙
へ
の
準
備
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
内
容
的
に
は
決
し
て
満
足
の
い
く
も
の

で
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
少
数
民
族
に
と
っ
て
、
新

憲
法
成
立
の
意
味
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
。

（
い
の　

け
ん
じ
／
北
九
州
市
立
大
学
教
授
）


